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米
国
の
役
員
報
酬
関
連
規
制
を
考
え
る

若　

園　

智　

明

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
米
証
券
取
引
委
員
会
（
以
下
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
が
昨

年
の
八
月
に
発
布
し
た
企
業
の
役
員
報
酬
関
連
の
規
則
の

要
点
を
紹
介
し
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
Ｓ

Ｅ
Ｃ
の
新
規
則
は
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
を
主
た
る
目

的
と
し
て
作
ら
れ
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（
以
下
Ｄ
Ｆ

法
）
が
命
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
合
わ
せ
て
Ｄ
Ｆ
法
の

該
当
法
文
の
整
理
も
行
な
う
。

　

本
稿
の
執
筆
中
は
、
米
国
の
大
統
領
予
備
選
挙
が
佳
境

に
さ
し
か
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
あ
の
ト
ラ
ン
プ
候
補
が

共
和
党
の
指
名
を
獲
得
し
そ
う
な
こ
と
に
困
惑
し
て
い

る
。
一
方
で
民
主
党
の
予
備
選
挙
で
も
、
下
馬
評
が
高

か
っ
た
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
に
民
主
社
会
主
義
を
標
榜
す
る

サ
ン
ダ
ー
ス
候
補
が
肉
薄
し
て
い
る
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ

る
。
米
国
社
会
に
鬱
積
す
る
不
満
が
ト
ラ
ン
プ
や
サ
ン

ダ
ー
ス
候
補
の
支
持
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
特
に

米
国
社
会
が
抱
え
る
所
得
格
差
の
問
題
は
、
金
融
危
機
を

経
て
さ
ら
に
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

予
備
選
挙
に
出
馬
し
た
候
補
者
の
多
く
は
、
ウ
ォ
ー
ル

街
へ
の
厳
し
い
対
処
を
選
挙
公
約
に
含
め
て
い
る
。
こ
れ
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は
、
金
融
危
機
時
に
複
数
の
大
手
金
融
機
関
が
税
金
の
投

入
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
一
方
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
が
受
け
取
る

報
酬
が
高
額
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
米
国
の

有
権
者
が
抱
く
怒
り
へ
の
配
慮
（
便
乗
？
）
で
あ
ろ
う
。

こ
の
企
業
の
役
員
報
酬
の
問
題
は
、
所
得
格
差
の
象
徴
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

二�

、
米
国
の
役
員
報
酬
問
題
を
ど
う
考

え
る
か

　

米
国
で
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
に
支
払
わ
れ
る
高
額
報
酬
に

か
か
る
事
象
は
格
差
社
会
の
一
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
さ
か
の
ぼ
る
と
世
界
恐
慌
の
頃
よ
り

社
会
的
に
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
証
券
取
引
所
に
上
場
す

る
公
開
会
社
に
対
し
て
は
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
初
め
ご

ろ
よ
り
、
管
轄
官
庁
で
あ
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
主
に
情
報
開
示
の

拡
充
に
よ
り
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
す
す
め
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
議
会
で
の
扱
い
が
象
徴
的
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
役
員
報
酬
が
強
く
問
題
視
さ
れ
る

の
は
国
内
の
経
済
成
長
が
低
迷
し
失
業
率
が
高
ま
っ
た
時

期
が
多
く
、
そ
れ
故
に
同
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
実
施
さ

れ
た
政
策
に
つ
い
て
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
の
批
判
も
寄
せ

ら
れ
て
き
た
。

　

そ
も
そ
も
、
何
を
も
っ
て
妥
当
な
役
員
報
酬
と
す
る
の

か
？
ま
た
、
役
員
報
酬
の
正
当
性
は
ど
の
様
に
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
も
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
巧
み
な
経
営
手

腕
が
企
業
業
績
を
押
し
上
げ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
業
績

に
連
動
す
る
報
酬
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
異
論

は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
で
も
、

例
え
ば
Ｒ
Ｏ
Ｅ
な
ど
の
偏
狭
な
経
営
指
標
の
み
を
基
準
に

用
い
て
判
断
し
、
そ
の
経
営
手
腕
が
従
業
員
に
過
度
な
負

担
を
課
す
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
結
果
と
し
て
達
成
さ
れ
た

企
業
業
績
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
的
に
考
え
て
も
、
そ
の

報
酬
の
正
当
性
に
は
疑
問
符
が
つ
く
。
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公
開
会
社
に
画
一
的
に
適
用
さ
れ
る
規
制
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
も
っ
て
役
員
報
酬
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
規
制
の
対
象

は
単
純
な
報
酬
の
水
準
で
は
な
く
、
報
酬
を
決
定
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
設
計
と
当
該
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
評
価
手
法
に
つ

い
て
必
要
十
分
な
開
示
と
説
明
、
お
よ
び
再
検
証
に
主
た

る
力
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
米
国
の

役
員
報
酬
の
推
移
に
つ
い
て
、
そ
の
概
観
を
把
握
し
て
み

よ
う
。

　

図
表
1
は
、
米
国
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
公
表
し
て
い
る

①
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
平
均
的
な
年
間
報
酬
総
額
と
、
②
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と

従
業
員
と
の
報
酬
比
率
（
ペ
イ
・
レ
シ
オ
）
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
共
に
二
〇
〇
〇
年
に
ピ
ー
ク
を
つ
け
た
後
に
、

ド
ッ
ト
コ
ム
・
バ
ブ
ル
の
崩
壊
時
や
金
融
危
機
時
に
落
ち

込
み
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
現
在
で
は
ピ
ー
ク
時
に
迫
る

値
に
ま
で
戻
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
東
洋
経
済
オ
ン
ラ

イ
ン
が
公
開
す
る
デ
ー
タ
（『「
社
員
と
役
員
の
年
収
格
差

が
大
き
い
」
五
〇
〇
社
』）
な
ど
か
ら
日
本
の
報
酬
比
率
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図表１　米国のCEOと従業員の報酬対比

（出所）Economic�Policy�Institute［2015］.
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を
見
る
と
、
一
部
に
例
外
的
な
日
本
企
業
が
あ
る
も
の

の
、
日
本
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
報
酬
は
従
業
員
報
酬
の
一
〇
倍
か

ら
二
〇
倍
の
範
囲
に
収
ま
る
企
業
が
多
い
。

　

米
国
で
は
、
役
員
報
酬
に
対
す
る
社
会
的
な
関
心
は
世

界
恐
慌
の
頃
か
ら
高
ま
り
、
一
九
三
一
年
に
は
ベ
ス
レ
ヘ

ム
・
ス
テ
ィ
ー
ル
社
や
ア
メ
リ
カ
ン
・
タ
バ
コ
社
な
ど

で
、
役
員
報
酬
の
情
報
開
示
に
関
す
る
株
主
訴
訟
が
起
こ

さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
二
年
に
は
、
連
邦
議
会
上
院
の
銀

行
・
通
貨
委
員
会
（
当
時
）
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
中
心
と
し

た
調
査
が
行
な
わ
れ
、
翌
一
九
三
三
年
に
は
連
邦
取
引
委

員
会
（
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
が
会
社
役
員
等
の
報
酬
に
関
す
る
調
査

報
告
書
を
公
開
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
連
邦

議
会
の
試
み
は
、
政
府
に
関
連
す
る
企
業
等
に
限
定
し
て

報
酬
を
抑
制
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
税
制
度
の
改
正
を

通
じ
た
役
員
報
酬
の
抑
制
も
検
討
さ
れ
た
が
、
実
現
に
は

至
ら
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
は
学
術
的
な
詳
論
は
避
け
る
が
、
こ
の
よ
う
な

経
営
者
と
従
業
員
の
所
得
格
差
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
要
因

は
、
複
数
の
経
済
学
的
な
仮
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。
主
な
仮
説
を
挙
げ
る
と
、
第
一
に
経
営
手
法
の
技
術

的
な
確
立
に
よ
り
他
業
種
の
人
間
に
も
経
営
を
依
頼
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
経
営
者
市
場
の
発
展
を
促
し
た
こ

と
、
第
二
に
、
例
え
ば
会
計
業
務
の
よ
う
に
、
従
来
は
ミ

ド
ル
層
が
担
っ
て
い
た
業
務
が
海
外
へ
ア
ウ
ト
・
ソ
ー
シ

ン
グ
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
国
内
従
業
員
報
酬
の
減
少
）
が

要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
三
の
要
因
と
し

て
、
公
的
規
制
を
含
め
て
企
業
内
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
経
営
者
が
自
ら
の
報
酬
を
引
上
げ

る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
て
い
る
と
の
仮
説
も
あ
る
。

　

企
業
に
関
す
る
経
済
学
的
な
分
析
に
お
い
て
、
そ
の
組

織
や
統
治
構
造
と
と
も
に
、
企
業
を
取
り
巻
く
外
部
市
場

の
機
能
を
考
慮
す
る
こ
と
は
基
礎
で
あ
る
が
、
上
記
の
第

一
で
挙
げ
た
経
営
者
市
場
の
発
達
だ
け
が
要
因
で
あ
る
な

ら
ば
、
役
員
報
酬
の
増
加
は
市
場
に
お
け
る
資
源
配
分
の
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結
果
で
あ
り
、
市
場
の
効
率
性
の
向
上
が
役
員
報
酬
を
高

め
て
い
る
た
め
、
そ
れ
自
体
は
好
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
第
二
の
要
因
の
ミ
ド
ル
層
の
雇

用
流
出
も
観
察
さ
れ
お
り
、
相
対
的
な
所
得
格
差
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
産
業
構
造
を
含
め
た
経
済
政
策

の
欠
如
を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
規
制
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
背
景
と
さ
れ
る
の
は
第
三
の
要
因
で
あ

り
、
九
〇
年
代
以
降
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
を
中
心
に
問
題
へ
の
対
処

が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

三�

、
こ
れ
ま
で
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
規
制

の
見
直
し

　

こ
の
役
員
報
酬
に
対
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
取
り
組
み
は
、
九

〇
年
代
に
入
り
転
換
を
迎
え
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
一
九

九
〇
年
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
登
録
会
社
を
対
象
に
Ｍ
＆
Ａ
に
絡

む
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
に
つ
い
て
株
主
投
票
を

認
め
た
の
に
続
き
、
従
う
州
の
会
社
法
に
よ
り
扱
い
に
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
一
九
九
一
年
に
は
報
酬
に
関
連
し
た

株
主
提
案
を
認
可
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
株
主
の
投
票

や
提
案
と
は
別
に
、
次
に
述
べ
る
一
九
九
二
年
と
一
九
九

三
年
で
は
役
員
報
酬
に
関
す
る
情
報
開
示
を
充
実
さ
せ

た
。

　

一
九
九
二
年
一
〇
月
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
登
録
会
社
の
情
報

開
示
を
定
め
る
規
則S‒K

（
行
政
法
を
集
め
た
連
邦
規

則
集
の
一
七
編
（
商
品
お
よ
び
証
券
取
引
））
の
項
目
四

〇
二
（
役
員
報
酬
）
等
を
修
正
し
、
証
券
取
引
所
法
（
一

九
三
四
年
法
）
が
定
め
る
委
任
状
や
登
録
届
出
書
、
年
次

報
告
書
等
で
、
役
員
報
酬
の
よ
り
詳
細
な
開
示
（
開
示
方

法
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
）
を
企
業
に
求
め
、
ま
た
、
翌
一

九
九
三
年
一
一
月
に
は
新
た
な
規
則
に
よ
り
、
同
情
報
の

開
示
対
象
と
な
る
役
員
の
範
囲
を
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
加
え
て
役
員

の
う
ち
報
酬
額
上
位
四
人
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
（
二
〇

〇
六
年
改
正
で
開
示
対
象
を
見
直
し
）。
こ
の
一
九
九
三
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年
は
、
連
邦
議
会
が
内
国
歳
入
法
に
一
六
二
条
⒨
を
追
加

し
、
企
業
業
績
と
連
動
し
な
い
役
員
報
酬
の
税
控
除
に
制

限
を
加
え
た
年
で
も
あ
り
、
役
員
報
酬
に
対
し
て
米
国
社

会
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
役
員
報
酬
に
対
す
る
規
制
的
対
応
を
進
め
た

背
景
に
は
、
一
九
九
一
年
に
米
国
経
済
が
マ
イ
ナ
ス
成
長

（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
統
計
）
を
記
録
す
る
な
ど
、
国
内
経
済
の
低
迷

も
あ
る
が
、
一
九
九
二
年
の
大
統
領
選
挙
の
影
響
も
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
一
月
か
ら
第
四
二
代

大
統
領
と
な
っ
た
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
一
九
九
二
年

の
大
統
領
選
挙
の
期
間
中
に
、
企
業
の
役
員
報
酬
の
問
題

を
強
く
訴
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
済
と
政
治
の
両
面

か
ら
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
応
を
促
す
圧
力
が
増
し
て
い
た
と
も

言
え
よ
う
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
対
応
は
、
二
〇
〇
六

年
の
改
正
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
の
改
正
は
役
員
報
酬
開

示
の
大
幅
な
拡
充
で
あ
る
が
、
エ
ン
ロ
ン
社
（
二
〇
〇
一

年
）
や
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
社
（
二
〇
〇
二
年
）
の
会
計
不
祥

事
や
、
二
〇
〇
二
年
七
月
に
成
立
し
た
サ
ー
ベ
ン
ス
・

オ
ッ
ク
ス
リ
ー
法
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
な
ど
、
公
開
会
社
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
規
制
を
強
化
す
る
流
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
。
二
〇
〇
六
年
八
月
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
（
同
年

一
二
月
に
修
正
）
で
は
、
開
示
対
象
の
定
義
が
変
更
さ
れ

た
他
、
対
象
と
す
る
報
酬
の
範
囲
が
年
金
や
報
酬
に
関
連

す
る
保
有
株
式
か
ら
の
利
得
等
に
ま
で
拡
充
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
登
録
会
社
の
役
員
報
酬
に

対
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
制
的
対
応
は
、
基
本
的
な
情
報
開
示

内
容
と
フ
ォ
ー
ム
の
見
直
し
を
中
心
と
し
、
一
部
の
内
容

に
対
す
る
株
主
投
票
や
提
案
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
た
。
次
節
で
扱
う
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
深

刻
化
し
た
金
融
危
機
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
に
成
立
し

た
Ｄ
Ｆ
法
で
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
連

す
る
複
数
の
法
案
が
盛
り
込
ま
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
、

役
員
報
酬
に
関
す
る
新
た
な
規
則
作
り
が
命
じ
ら
れ
た
。
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（
た
だ
し
、
金
融
危
機
時
に
米
財
務
省
が
設
定
し
た
不
良

資
産
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｐ
）
の
支
援
対
象
と

な
っ
た
組
織
に
は
、
役
員
報
酬
に
関
す
る
複
数
の
規
制
が

課
さ
れ
て
い
る
。）

四�

、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
が
定
め
る

役
員
報
酬
関
連
の
規
制

　

Ｄ
Ｆ
法
は
、
投
資
者
保
護
の
改
善
を
扱
っ
た
Ⅸ
編
に
お

い
て
、
役
員
報
酬
を
含
め
た
発
行
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関

連
す
る
新
た
な
規
制
を
明
記
し
て
い
る
。
Ⅸ
編
の
中
か
ら

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
該
当
す
る
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
Ｅ
お
よ
び
Ｇ
の
項
目
を
図
表
2
で
ま
と
め
た
。

　

役
員
報
酬
に
関
連
す
る
規
制
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ルE

が

定
め
て
お
り
、
本
稿
で
は
主
な
法
文
と
し
て
①
役
員
報
酬

に
対
す
る
株
主
承
認
（
九
五
一
条
）、
②
報
酬
委
員
会
の

独
立
性
（
九
五
二
条
）
確
保
、
③
役
員
報
酬
の
（
追
加

図表２　DF法のⅨ編が規定するガバナンス関係規制

サブタイトルE　説明責任および役員報酬
　　　　　　　　951条　役員報酬の株主承認
　　　　　　　　952条　報酬委員会の独立性
　　　　　　　　953条　役員報酬の開示
　　　　　　　　954条　授与が誤りであった報酬の回復
　　　　　　　　955条　従業員ならびに取締役のヘッジ行為の開示
　　　　　　　　956条　報酬構造の報告の促進
　　　　　　　　957条　国法証券取引所の登録ブローカーの議決権

サブタイトルG　コーポレート・ガバナンスの強化
　　　　　　　　971条　プロキシー・アクセス
　　　　　　　　　　　　（委任状勧誘書類へ株主が提案する取締役候補を記載）
　　　　　　　　972条　取締役会議長とCEOに関する開示
　　　　　　　　　　　　（同一人物による兼任であるか否か）
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的
）
開
示
（
九
五
三
条
）
を
挙
げ
て
下
記
で
要
点
を
述
べ

る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
い
ず
れ
も
、
証
券
取

引
所
法
に
法
文
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し

て
新
た
な
規
則
の
作
成
を
命
じ
て
い
る
。

⑴　

役
員
報
酬
に
対
す
る
株
主
承
認
（
九
五
一
条
）

　

Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
一
条
は
、
い
わ
ゆ
る
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ

イ
（Say�on�Pay

）
の
導
入
を
規
定
し
て
い
る
。
セ
イ
・

オ
ン
・
ペ
イ
と
は
、
役
員
報
酬
に
対
す
る
株
主
の
意
思
表

示
（
株
主
承
認
）
で
あ
り
、
株
主
総
会
に
提
案
さ
れ
た
議

案
に
対
す
る
株
主
投
票
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
二
〇
〇

二
年
に
英
国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
米
国
で
も
二
〇
〇

八
年
の
不
良
資
産
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｐ
）
の
対

象
と
な
っ
た
会
社
組
織
に
は
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
が
要
求

さ
れ
た
。
こ
の
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
制
度
に
つ
い
て
は
二

〇
一
五
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
で
も
新
た
な
記
述
が
見
ら
れ
、
当

該
制
度
が
果
た
す
役
割
が
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
九
五
一
条
は
証
券
取
引
所
法
に
一
四
Ａ
条
（
役
員

報
酬
の
株
主
承
認
）
を
追
加
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
任
状
勧
誘

規
則
が
報
酬
の
開
示
を
要
求
す
る
年
次
株
式
総
会
等
で
、

株
主
が
投
票
に
よ
り
役
員
報
酬
を
承
認
す
る
た
め
の
区
分

け
さ
れ
た
決
議
を
定
め
た
。
こ
の
株
主
に
よ
る
投
票
は
少

な
く
と
も
三
年
に
一
度
は
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
少
な

く
と
も
六
年
に
一
度
は
そ
の
実
施
の
頻
度
（
毎
年
、
二
年

毎
、
三
年
毎
）
を
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
は
、
規
則S‒K

の
項
目
四
〇
二

（
役
員
報
酬
）
が
規
定
す
る
役
員
が
受
け
取
る
総
て
の
報

酬
を
対
象
と
す
る
（
図
表
3
参
照
）。
さ
ら
に
九
五
一
条

で
は
、
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
や
統
合
・
売
却
な
ど
が
年
次
株
主

総
会
等
で
株
主
に
承
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る

ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、
区
分
け
さ

れ
た
決
議
に
よ
っ
て
株
主
が
承
認
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
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る
。

　

そ
の
一
方
で
九
五
一
条
は
、
こ
れ
ら
の
株
主
投
票
の
発

行
体
や
取
締
役
会
に
対
す
る
法
的
な
拘
束
力
を
認
め
て
い

な
い
。
九
五
一
条
は
、
①
発
行
体
や
取
締
役
会
の
決
定
を

支
配
す
る
も
の
で
は
な
く
、
②
発
行
体
や
取
締
役
会
の
受

託
者
責
任
に
影
響
を
与
え
ず
、
ま
た
③
当
該
責
任
に
い
か

な
る
追
加
も
し
な
い
、
④
役
員
報
酬
に
関
し
て
、
委
任
状

勧
誘
書
類
に
含
ま
れ
る
株
主
の
提
案
の
能
力
に
制
約
や
制

限
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
セ

イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
は
株
主
の
意
見
表
明
（
勧
告
的
投
票
）

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
Ｄ
Ｆ
法
が
要
求
す
る
役
員
報
酬
に
対
す
る

新
た
な
株
主
投
票
制
度
に
関
し
て
、
二
〇
一
一
年
四
月
よ

り
制
度
の
運
用
を
始
め
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
報
酬
と
総
て
の
従
業
員
の
報
酬
の
平
均

値
を
比
較
し
た
ペ
イ
・
レ
シ
オ
を
、
株
主
が
セ
イ
・
オ

ン
・
ペ
イ
を
実
施
す
る
た
め
の
材
料
と
位
置
づ
け
て
い

図表３　規則S‒Kの項目402が定める対象

１�．前営業年度末の時点で登録されている主要な役員（PEO）の総てないし、

同様な地位にある総ての者

２�．同時点で登録されている主要な財務担当役員の総てないし、同様な地位に

ある総ての者

３�．上記１と２の対象者を除いて、同時点で登録されている役員の内、報酬の

上位３名

４�．同時点では役員として登録されていないが、登録されていれば３の対象と

なった者から最大で２名

注）１および２の対象者は報酬の水準に関係なく対象とされる。
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る
。
し
な
し
な
が
ら
、
こ
の
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
制
度
の

導
入
と
役
員
報
酬
の
適
正
化
と
の
相
関
性
は
明
確
で
な

い
。

⑵　

報
酬
委
員
会
の
独
立
性
強
化
（
九
五
二
条
）

　

こ
の
よ
う
な
法
的
拘
束
力
が
付
随
し
な
い
株
主
の
意
見

表
明
と
は
異
な
り
、
報
酬
委
員
会
の
独
立
性
の
確
保
を
意

図
す
る
九
五
二
条
は
よ
り
強
い
法
文
で
あ
る
と
言
え
よ
う

（
図
表
4
）。
証
券
取
引
所
法
に
追
加
さ
れ
る
一
〇
Ｃ
条

（
報
酬
委
員
会
）
を
規
定
す
る
Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
二
条
は
、

そ
の
最
初
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
に
よ
り
本
則
に
従
わ
な
い
発

行
体
の
い
か
な
る
持
分
証
券
も
上
場
を
禁
止
す
る
こ
と
を

国
法
証
券
取
引
所
な
ら
び
に
国
法
証
券
業
協
会
に
命
じ
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
一
部
に
除
外
あ
り
）。

こ
の
よ
う
な
発
行
体
に
対
す
る
制
約
を
前
提
と
し
て
、
九

五
二
条
は
報
酬
委
員
会
の
独
立
性
と
と
も
に
、
同
委
員
会

が
雇
う
外
部
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
要
件
や
同
委
員
会
の

図表４　DF法952条（証券取引所法10C条）の構成

⒜　報酬委員会の独立性

⒝　報酬コンサルタントおよび他のアドバイザーの独立性

⒞　コンサルタントの結果に関する報酬委員会の権限

⒟　独立した法律顧問および他のアドバイザーを雇用する権限

⒠　報酬コンサルタント、独立した法律顧問、他のアドバイザーの報酬

⒡　SEC規則

⒢　被支配会社の除外

⒣　調査および報告
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権
限
等
に
つ
い
て
の
法
的
整
理
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は

Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
に
よ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

米
国
で
は
す
で
に
二
〇
〇
二
年
の
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
で
取
締
役

の
独
立
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｄ
Ｆ
法
が
定
め
る
報

酬
委
員
会
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
（
証
券
取
引
所
法
一
〇

Ｃ
条
⒜
）、
新
た
に
同
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
要
件
に
①

発
行
体
の
取
締
役
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
と
、
②
独
立

し
て
い
る
こ
と
を
求
め
、
国
法
証
券
取
引
所
お
よ
び
国
法

証
券
業
協
会
が
定
め
る
独
立
性
の
定
義
に
よ
り
、
①
取
締

役
会
メ
ン
バ
ー
の
報
酬
の
源
（
発
行
体
が
当
該
メ
ン
バ
ー

に
支
払
う
ア
ド
バ
イ
ス
料
等
を
含
む
）、
②
当
該
メ
ン

バ
ー
が
発
行
体
、
発
行
体
の
子
会
社
、
発
行
体
の
子
会
社

の
関
連
会
社
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
否
か
が
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
二
条
が
規
定
す
る
証
券
取
引
所
法
一
〇

Ｃ
条
の
⒝
か
ら
⒠
は
、
主
に
報
酬
委
員
会
が
雇
う
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
や
法
律
顧
問
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
第
一

に
、
こ
れ
ら
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
に
も
発
行
体
と
の
間
で

独
立
性
が
求
め
ら
れ
、
報
酬
委
員
会
は
こ
れ
ら
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
を
雇
用
す
る
場
合
に
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
規
則
で
指
定

す
る
要
件
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
図
表
5
）。

第
二
に
、
報
酬
委
員
会
は
独
自
の
判
断
に
よ
っ
て
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
た

だ
し
、
そ
の
行
為
は
取
締
役
会
の
委
員
会
の
範
疇
に
あ

り
、
ま
た
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
任
命
や
報
酬
、
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
監
督
等
に
関
し
て
、
同
委
員
会
が
直

接
的
な
責
任
を
負
う
。
ま
た
、
報
酬
委
員
会
は
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
等
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は

要
求
さ
れ
ず
、
同
委
員
会
の
独
自
に
判
断
を
行
な
う
能
力

や
責
務
に
も
影
響
を
受
け
な
い
。（
発
行
体
は
、
こ
の
よ

う
な
報
酬
委
員
会
と
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
関
係
や
、
同

業
務
に
お
け
る
利
益
相
反
に
つ
い
て
、
年
次
株
主
総
会
等

の
委
任
状
勧
誘
書
類
で
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

第
三
に
発
行
体
は
、
報
酬
委
員
会
が
示
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
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ン
ト
業
務
に
支
払
わ
れ
る
報
酬
を
資
金
計
上
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
二
〇
一
二
年
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
こ
の
よ
う
な
報

酬
委
員
会
の
独
立
性
に
関
す
る
規
則
を
成
立
さ
せ
て
い

る
。

⑶　

役
員
報
酬
の
追
加
的
開
示
（
九
五
三
条
）

　

役
員
報
酬
に
関
す
る
追
加
的
開
示
を
定
め
た
九
五
三
条

は
、
二
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
が
支

払
わ
れ
た
役
員
報
酬
と
発
行
体
の
財
務
業
績
と
の
関
連
性

の
開
示
で
あ
り
、
第
二
が
次
節
で
詳
細
に
検
討
す
る
ペ

イ
・
レ
シ
オ
（Pay�Ratio

）
の
開
示
で
あ
る
。

　

第
一
の
役
員
報
酬
と
財
務
業
績
と
の
関
連
性
に
関
し

て
、
Ｄ
Ｆ
法
は
九
五
三
条
⒜
で
証
券
取
引
所
法
の
一
四
条

を
修
正
し
、
規
則S‒K

の
項
目
四
〇
二
に
基
づ
い
て
発

行
体
が
上
記
の
関
係
を
年
次
株
主
総
会
等
の
委
任
状
勧
誘

書
類
で
開
示
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
発
行
体
の
役
員
報
酬
に
関
し
て
項
目
四
〇
二
は
す
で

図表５　DF法 .952条が SEC規則に求める報酬コンサルタント等の要件

1．コンサルタント等を雇用する者が発行体に提供する他のサービス

2．同者が発行体より受け取る手数料が同者の総収入に占める比率

3．利益相反を防止するために同者が考案する方針や手法

4．報酬委員会メンバーとコンサルタント等との間の業務や個人的関係

5．コンサルタント等によって保有される発行体の株式
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に
か
な
り
詳
細
な
情
報
の
開
示
を
求
め
て
お
り
、
例
え
ば

⒝
項
（
報
酬
議
論
お
よ
び
分
析
、
Ｃ
Ｄ
＆
Ａ
）
で
は
、
①

報
酬
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
や
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
何
に
対

し
て
報
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
②
報
酬
を
構
成
す
る
要

素
と
、
そ
の
要
素
を
選
択
し
た
理
由
、
③
そ
の
報
酬
の
要

素
の
数
量
を
ど
の
様
に
決
め
る
の
か
等
の
説
明
が
含
ま
れ

て
い
る
。
Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
三
条
⒜
は
、
従
来
の
開
示
に
加

え
て
、
事
後
的
な
説
明
を
新
た
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

発
行
体
の
株
式
や
配
当
、
そ
の
他
の
分
配
の
価
値
の
変
化

を
考
慮
し
た
う
え
で
役
員
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
と
財
務
業

績
と
の
関
連
性
を
示
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
二
〇
一
五
年
四
月
に
提
案
し
た
規
則
案
で

は
、
項
目
四
〇
二
に
新
た
な
⒱
項
を
追
加
す
る
案
が
示
さ

れ
た
。
こ
の
項
目
四
〇
二
⒱
に
は
、
対
象
と
な
る
役
員
報

酬
を
株
主
総
利
回
り
（Cum

ulative�T
SR

）
や
ピ
ア
・

グ
ル
ー
プ
（
同
業
他
社
）
の
Ｔ
Ｓ
Ｒ
と
比
較
す
る
こ
と
な

ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
案
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
な
新
た
な
開
示
は
、
役
員
報
酬
決
定
の
透
明
性
を

高
め
る
と
と
も
に
、
下
記
の
ペ
イ
・
レ
シ
オ
と
同
様
に
上

記
の
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
を
補
助
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

　

第
二
に
九
五
三
条
⒝
の
ペ
イ
・
レ
シ
オ
と
は
、
①
Ｃ
Ｅ

Ｏ
（
そ
の
同
等
の
地
位
に
あ
る
者
）
を
除
い
た
、
総
て
の

従
業
員
の
年
次
総
報
酬
の
中
央
値
と
、
②
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
そ
の

同
等
の
地
位
に
あ
る
者
）
の
年
次
総
報
酬
と
の
比
率
で
あ

る
。
こ
の
情
報
は
、
証
券
法
（
一
九
三
三
年
法
）
お
よ
び

証
券
取
引
所
法
に
基
づ
く
規
則S‒K

に
従
い
、
非
財
務

情
報
と
し
て
開
示
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
二
〇
一
五
年
八
月

に
、
ペ
イ
・
レ
シ
オ
を
開
示
さ
せ
る
規
則
を
発
布
し
て
い

る
。

　

こ
の
ペ
イ
・
レ
シ
オ
の
開
示
は
、
こ
れ
ま
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が

進
め
て
き
た
役
員
報
酬
の
開
示
を
拡
充
す
る
も
の
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
節
で
紹
介
し
た
他
の
規
制
と
比

較
し
て
、
そ
の
目
的
や
効
果
が
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
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い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
内
で
も
強
い
批
判

が
あ
り
、
特
に
連
邦
議
会
か
ら
は
Ｄ
Ｆ
法
の
法
文
を
修
正

す
る
法
案
も
複
数
提
出
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
の
概

要
は
、
次
節
を
参
照
願
い
た
い
。

⑷　

そ
の
他

　

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
Ｅ
に
は
こ
の
他
に
も
、
①
過
去
三
年
間

に
わ
た
り
、
デ
ー
タ
の
誤
り
等
に
よ
る
会
計
の
見
直
し
の

結
果
、
役
員
に
対
し
て
過
剰
に
支
払
わ
れ
て
い
た
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
報
酬
を
取
り
戻
す
規
定
（
九
五
四
条
）
や
、
②

連
邦
監
督
機
関
が
監
督
・
規
制
の
対
象
と
す
る
金
融
機
関

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
ベ
ー
ス
報
酬
に
関
す
る
開
示
の
強

化
（
九
五
六
条
）、
③
国
法
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
た

ブ
ロ
ー
カ
ー
が
、
別
途
定
め
ら
れ
る
証
券
の
保
有
者
で
は

無
い
場
合
に
、
議
決
権
の
行
使
を
禁
止
す
る
規
定
（
九
五

七
条
）
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
内
、
金
融
機
関
の
報
酬
に
関
す
る
九
五
六
条
は
、

そ
の
⒜
項
で
総
て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
ベ
ー
ス
報
酬
の

仕
組
み
を
開
示
さ
せ
る
規
制
も
し
く
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

策
定
を
諸
連
邦
監
督
機
関
に
求
め
て
お
り
、
さ
ら
に
⒝
項

で
は
当
局
が
不
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
も
た
ら
す
と
判

断
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
ベ
ー
ス
報
酬
の
仕
組
み
を
禁

止
す
る
規
則
も
し
く
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
求
め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
金
融
機
関
に
対
し
て
は
、
他
の
一
般

発
行
体
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
報
酬
規
制
が
示
さ
れ
て
い

る
。五�

、
新
た
な
報
酬
関
連
規
制
を
巡
る
一

考
察

⑴　

セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
は
有
効
か
？

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
登
録
さ
れ
る
発
行
体
の
役
員

報
酬
に
関
し
て
Ｄ
Ｆ
法
が
定
め
た
新
た
な
規
制
群
を
み
る

と
、
①
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
報
酬
委
員
会
の
独
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立
性
お
よ
び
機
能
強
化
を
は
か
り
な
が
ら
、
②
株
主
に
よ

る
新
た
な
意
見
表
明
制
度
（
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
）
の
導

入
と
、
役
員
報
酬
に
関
す
る
追
加
的
情
報
開
示
、
③
金
融

機
関
の
報
酬
に
対
す
る
当
局
の
権
限
、
に
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
、
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
が

い
わ
ば
Ｄ
Ｆ
法
の
目
玉
と
な
る
が
、
必
ず
し
も
当
該
制
度

が
そ
の
目
的
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

　

そ
の
理
由
を
挙
げ
る
と
、
第
一
に
、
拘
束
力
を
持
た
な

い
株
主
投
票
の
結
果
が
役
員
や
報
酬
委
員
会
の
判
断
に
与

え
る
影
響
は
、
発
行
体
の
環
境
に
よ
っ
て
相
当
に
異
な

る
。
こ
の
環
境
と
は
、
株
主
構
成
や
、
求
め
ら
れ
る
経
営

能
力
（
外
部
経
営
者
市
場
に
お
け
る
希
少
性
）
の
違
い
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ

イ
の
実
施
に
あ
た
り
、
Ｄ
Ｆ
法
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
役

員
報
酬
情
報
が
必
ず
し
も
補
完
的
と
は
な
ら
な
い
点
で
あ

る
。
特
に
後
者
に
関
し
て
、
Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
三
条
⒝
が
命

じ
る
ペ
イ
・
レ
シ
オ
情
報
は
、
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
の
判

断
材
料
と
し
て
は
有
益
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
ペ
イ
・

レ
シ
オ
自
体
は
、
上
院
議
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
（
法
案

番
号S.3049

）
が
元
と
な
っ
て
Ｄ
Ｆ
法
に
含
ま
れ
た
。
こ

の
法
案
の
ス
ポ
ン
サ
ー
は
上
院
議
員
一
人
の
み
で
あ
り
、

共
同
ス
ポ
ン
サ
ー
も
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
Ｄ
Ｆ
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
拙
著
（
若
園
［
二

〇
一
五
］）
を
参
照
願
い
た
い
が
、
上
院
で
Ｄ
Ｆ
法
を
審

議
し
て
い
た
銀
行
・
住
宅
・
都
市
問
題
委
員
会
に
お
い

て
、
ペ
イ
・
レ
シ
オ
の
意
義
や
効
果
に
つ
い
て
の
審
議
が

行
な
わ
れ
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
そ
の
ま
ま
Ｄ
Ｆ
法

の
条
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
本
稿
で
扱
っ
た
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
な
ら

び
に
報
酬
委
員
会
の
独
立
性
強
化
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
監
査
委

員
会
と
同
等
）
は
、
二
〇
〇
九
年
六
月
に
オ
バ
マ
政
権
が

議
会
に
対
し
て
法
制
化
を
要
求
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ

り
、
同
年
六
月
一
〇
日
に
当
時
の
ガ
イ
ト
ナ
ー
財
務
長
官

が
公
表
し
た
声
明
文
お
よ
び
フ
ァ
ク
ト
・
シ
ー
ト
に
こ
れ
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ら
は
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ペ
イ
・
レ
シ
オ

は
オ
バ
マ
政
権
の
要
望
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
役
員
報

酬
に
関
す
る
政
権
の
構
想
で
は
な
い
。
下
記
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が

発
布
し
た
最
終
規
則
の
「
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
で
は
、

九
五
三
条
⒝
の
目
的
や
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
連
邦
議
会
が
明

ら
か
に
し
て
い
な
い
と
記
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
議
会
が
ペ

イ
・
レ
シ
オ
を
Ｄ
Ｆ
法
の
法
文
に
含
め
た
こ
と
に
は
多
々

の
疑
問
が
生
じ
る
。
Ｄ
Ｆ
法
が
成
立
し
た
後
に
な
っ
て
、

九
五
三
条
⒝
の
修
正
法
案
が
連
邦
議
会
両
院
に
複
数
提
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

⑵　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ペ
イ
・
レ
シ
オ
規
則
の
批
判
的
検
討

　

Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
三
条
⒝
の
求
め
に
応
じ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
二

〇
一
三
年
九
月
に
ペ
イ
・
レ
シ
オ
の
規
則
を
提
案
し
た

後
、
二
〇
一
五
年
八
月
に
規
則
を
発
布
し
て
い
る
。
こ
の

Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
に
よ
り
、規
則S‒K

の
項
目
四
〇
二
に
「
⒰

ペ
イ
・
レ
シ
オ
の
開
示
」
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
パ
ラ
グ

ラ
フ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
登
録
さ
れ
た
会
社
の
①
主
要
な
役
員

（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
で
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
は
な
く
Ｐ
Ｅ
Ｏ（Principal�

Executive�O
ffi
cer

）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
）
を
除
く
全

従
業
員
の
年
間
総
報
酬
の
中
央
値
、
②
Ｐ
Ｅ
Ｏ
の
年
間
総

報
酬
、
お
よ
び
③
こ
れ
ら
の
ペ
イ
・
レ
シ
オ
を
新
た
な
開

示
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
従
業
員
は
非
常
に
幅

広
い
概
念
で
あ
り
、
当
該
登
録
会
社
お
よ
び
そ
の
連
結
対

象
会
社
の
フ
ル
タ
イ
ム
従
業
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
従
業

員
、
季
節
従
業
員
、
一
時
雇
い
従
業
員
の
他
に
、
Ｐ
Ｅ
Ｏ

以
外
の
オ
フ
ィ
サ
ー
や
海
外
子
会
社
の
従
業
員
ま
で
も
含

ま
れ
る
（
た
だ
し
、
外
国
籍
の
企
業
に
は
除
外
要
件
が
あ

る
）。
算
出
対
象
と
な
る
の
は
、
基
本
と
し
て
前
会
計
年

度
の
最
後
の
三
ヶ
月
間
の
い
ず
れ
か
で
雇
用
さ
れ
て
い
た

者
で
あ
る
。

　

こ
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
を
読
む
と
、
Ｄ
Ｆ
法
の
九
五
三
条
⒝

が
規
定
す
る
ペ
イ
・
レ
シ
オ
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
Ｅ
（
図

表
2
参
照
）
の
株
主
の
役
員
報
酬
へ
の
取
り
組
み
を
促
進
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さ
せ
る
と
い
う
全
体
的
な
目
的
に
お
い
て
、
株
主
が
利
用

可
能
な
役
員
報
酬
に
関
す
る
情
報
の
提
供
手
法
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ペ
イ
・
レ
シ
オ
情
報
は
、
九
五

一
条
が
定
め
る
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
に
と
っ
て
有
用
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、

ペ
イ
・
レ
シ
オ
は
他
社
と
の
比
較
に
用
い
る
こ
と
は
出
来

ず
、
当
該
会
社
の
特
有
の
測
定
基
準
で
あ
る
こ
と
を
認
め

て
お
り
、
こ
こ
か
ら
株
主
に
誤
っ
た
認
識
を
与
え
る
危
険

性
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

ま
た
最
初
の
規
則
案
が
公
開
さ
れ
た
時
か
ら
、
総
報
酬

の
中
央
値
算
出
の
対
象
と
な
る
従
業
員
の
対
象
が
幅
広

く
、
算
出
に
あ
た
っ
て
の
費
用
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

最
終
的
に
は
費
用
を
削
減
す
る
措
置
が
含
ま
れ
た
も
の

の
、
例
え
ば
海
外
に
広
く
業
務
を
展
開
す
る
登
録
会
社
な

ど
は
、
相
当
の
費
用
負
担
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

海
外
展
開
度
合
い
の
他
に
、
組
織
体
系
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ

デ
ル
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
総
報
酬
の
中
央
値
お
よ
び
そ

の
値
が
持
つ
意
味
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
も
そ
も
、
中
央

値
を
比
較
に
用
い
る
こ
と
に
も
疑
問
が
生
じ
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
員
会
に
お
け
る
最
終
規
則
の
決
議
に
あ
た

り
、
ホ
ワ
イ
ト
委
員
長
を
含
め
て
五
人
の
委
員
の
内
、
二

人
の
共
和
党
系
委
員
が
反
対
票
を
投
じ
て
い
る
。
昨
今
の

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
決
議
に
お
い
て
、
委
員
会
で
は
少
数
派
と
な
る

共
和
党
系
委
員
が
反
対
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
こ

の
ペ
イ
・
レ
シ
オ
の
規
則
に
対
し
て
は
、
共
和
党
系
の
ピ

オ
ワ
ー
委
員
が
決
議
時
だ
け
で
は
な
く
二
日
後
に
も
改
め

て
強
い
文
言
に
よ
る
反
対
の
声
明
文
を
公
表
し
て
お
り
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
内
部
で
の
取
扱
い
に
お
い
て
も
異
例
で
あ
る
と
言

え
る
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
ペ
イ
・
レ
シ
オ
情
報
を
、
環
境
報
告
書
等
で

見
ら
れ
る
企
業
の
持
続
性
に
と
っ
て
不
可
欠
な
最
重
要
課

題
と
位
置
づ
け
て
も
い
る
が
、
本
当
に
株
主
や
利
害
関
係

者
に
と
っ
て
有
益
な
情
報
と
な
り
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

ま
た
、
株
主
が
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
を
実
施
す
る
に
あ
た
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り
、
他
社
と
比
較
が
出
来
な
い
情
報
は
判
断
材
料
と
し
て

価
値
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
結
局
の
と
こ
ろ
、
連
邦
議

会
で
の
審
議
も
含
め
て
、
ペ
イ
・
レ
シ
オ
が
も
た
ら
す
功

罪
に
つ
い
て
合
理
的
か
つ
必
要
十
分
な
議
論
が
欠
け
て
い

る
こ
と
が
、
こ
の
情
報
に
対
す
る
疑
問
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
な
ど
で
、
ペ
イ
・

レ
シ
オ
を
課
税
対
象
の
計
数
に
も
ち
い
る
法
案
が
提
出
さ

れ
た
こ
と
な
ど
も
鑑
み
て
、
ペ
イ
・
レ
シ
オ
情
報
に
つ
い

て
の
再
検
証
が
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

六
、
ま
と
め
に
代
え
て

　

平
均
的
に
み
た
米
国
の
役
員
報
酬
は
日
本
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
く
、
高
額
な
役
員
報
酬
の
正
当
化
や

抑
制
な
ど
が
目
的
と
さ
れ
る
米
国
の
規
制
的
対
応
は
、
日

本
で
は
参
照
程
度
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
既
存
の
株
主
や
企
業
の
利
害
関
係
者
に
対
す
る
公
的

な
開
示
制
度
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
新
た
な
米
国
の

対
応
は
詳
細
に
検
討
す
べ
き
事
項
と
な
る
。

　

日
本
で
は
、
労
働
力
を
中
心
と
し
た
人
口
の
漸
減
と
国

内
市
場
の
縮
小
が
観
測
さ
れ
る
中
、
国
内
経
済
の
活
性
化

や
維
持
は
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
る
一
方
で
、
有
効
な
経
済

政
策
の
欠
如
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
経
済
の
将
来
展
望
を

描
く
う
え
で
資
本
市
場
の
機
能
は
基
盤
と
な
る
が
、
市
場

規
制
・
制
度
の
根
本
的
な
再
評
価
は
機
能
強
化
の
端
緒
と

な
ろ
う
。
ま
た
、
企
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
を
活

性
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
内
経
済
構
造
の
再
構
築
を
考
え

る
う
え
で
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
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